
 

令和８年２月２７日 

中野区契約課契約係 

 

「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和８年３月から適用 

する設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置について（お知らせ） 

 

令和８年２月１７日、国は、令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価（以下「新

労務単価」という。）及び令和８年３月から適用する設計業務委託等技術者単価（以下「新

技術者単価」という。）を公表し、技能労働者の処遇改善を図る環境整備に万全を期すよう

各地方公共団体へ要請しました。 

これを受け、中野区は、新労務単価及び新技術者単価を早期に適用するとともに、令和

８年３月１日以降に契約を締結する工事または設計等委託（建築設計、土木設計、設備設

計、測量、地質調査及び工事監理業務）について、新労務単価または新技術者単価に基づ

くよう契約変更が可能な特例措置を実施することとしました。 

 

受注者及び受託者の皆様におかれましては、この取組の趣旨をご理解いただき、契約金

額が変更された場合には、下請企業との間で締結している請負契約の金額の見直しを行い、

技能労働者や技術者の賃金水準の引き上げに取り組んでいただくようお願いします。 

 

１ 対象とする契約 

令和８年３月１日以降に契約を締結するもののうち、新労務単価適用前の労務単価（以

下「旧労務単価」という。）または新技術者単価適用前の技術者単価（以下「旧技術者単価」

という。）を適用して予定価格を積算している工事請負契約または設計等委託契約 

ただし、変更協議が整う以前に支払手続きが完了したものについては、対象外とします。 

なお、令和８年２月２８日以前に契約締結を行っている工事は対象としませんが、工事

請負契約約款第２６条第６項（インフレスライド条項）により、受注者から協議があった

場合には、これを受けるものとします。令和８年３月 1 日が工期内で、残工期が２か月以

上ある工事が対象です。スライド額は、残工事の１％に相当する金額を控除します。 

 

２ 特例措置の内容 

受注者または受託者は、旧労務単価または旧技術者単価に基づく契約について、新労務

単価または新技術者単価に基づく契約に変更するための協議を区に対し請求することがで

きます。 

 

３ 契約金額の変更 

変更後の契約金額については、新労務単価または新技術者単価により積算された予定価

格に落札率を乗じて算出します。 

 



 

変更後の契約金額 ＝ Ｐ新 × ｋ 

この式において、Ｐ新及びｋは、それぞれ次を表すものとします。 

Ｐ新：新労務単価または新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された 

予定価格 

 ｋ ：当初契約の落札率 

 

４ 請求期限 

変更協議の請求期限は、工期末が令和７年度内の工事または設計等委託の場合は工期末

の１５日前までを原則とし、それ以外の工事または設計等委託の場合は契約を締結した日

から２か月または完成の届出がなされる日までのいずれか早い日とします。 

 

５ 請求にあたって 

上記の変更協議の請求に当たっては、工事または設計等委託の発注部署へご相談くださ

い。 

 

 

【 問合せ先 】        

中野区総務部契約課契約係  

電話 03-3228-8903（直通） 


